
社会福祉法人 釧路創生会 

特別養護老人ホーム はるとりの里運営規程 

 

 

第 1 条）事業の目的 

社会福祉法人釧路創生会が開設する介護老人福祉施設はるとりの里（以下「施設」）が行

う指定介護老人福祉施設の事業（以下「事業」）の適正な運営を確保するために人員及び

管理運営に関する事項を定め、施設の生活相談員その他の職員（以下「生活相談員等」）

が、要介護状態にある高齢者に対し、適切な指定介護老人福祉施設サービスを提供するこ

とを目的とする。 

 

第 2 条）運営の方針 

（1）施設の生活相談員等は要介護状態になった利用者の心身の特性をふまえて、利用者

が可能な限り、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入

浴・排泄・食事などの介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことによ

り、利用者の心身機能の維持を図るように支援を行う。 

（2）事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密

な連携を図り、利用者の意志・人格を尊重し常に利用者の立場にたって、総合的なサ

ービスの提供に努める。 

 

第 3 条）施設の名称等 

（1）名 称  特別養護老人ホーム はるとりの里 

（2）所在地  釧路市春採 7丁目 9番 7号 

 

第 4 条）職員の職種、員数、および職務内容 

施設に勤務する職種、員数、および職務内容は次のとおりとする。 

 



（1）管理者 1 名（常勤 兼務） 

管理者は、施設の従業者の管理、介護老人福祉施設の利用の申込に係わる調整、   

業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業所運営に

必要な指揮命令を行う。 

（2）医師 1名（非常勤） 

医師は、利用者の健康管理及び必要な医療の提供を行う。 

（3）生活相談員 1 名以上（常勤 専従 2名） 

生活相談員は、利用者及び家族の相談や利用計画等のサービス調整を行う。 

（4）介護支援専門員 1名（常勤 専従） 

（5）介護職員 24名以上（常勤職員 23.5 名／非常勤職員 3名） 

介護職員は、利用者の日常生活上の介護を行う。 

（6）看護職員（看護師及び准看護師） 3 名以上（常勤 専従 2 名／常勤 兼務 1／非常勤 2 名） 

看護職員は、利用者の体調管理を行う。 

（7）栄養士または管理栄養士 2 名 （常勤 専従 2名）   

栄養士は利用者の身体的特性に適合した栄養指導を行う。 

（8）調理員 

調理員が調理業務を行う。  

（9）機能訓練指導員 1名（常勤 兼務） 

  

第 5 条）利用者の定員 

定員は 75名とする。 

 

第 6 条）指定介護福祉施設サービスの内容 

（1）利用者は、介護保険給付サービスとして、次の各号のサービスを受けることができ

る。      

①入浴、排泄、おむつの取り替え、着替えなどの介護 



②食事の提供 

③相談及び援助 

④教養・娯楽設備の提供及びレクリエーション行事 

⑤行政手続きの代行 

⑥機能回復訓練 

⑦健康管理 

⑧栄養管理 

⑨口腔衛生の管理 

（2）利用者は、介護保険給付外サービスとして、次の各号のサービスを受けることがで

きる。 

①理美容 

②買い物の代行 

③その他生活サービス 

 

第 7 条）利用料等 

（1）施設が提供する指定介護老人福祉施設サービスの利用料は、厚生労働大臣が定める

介護報酬の告示上の額とし、当該指定介護老人福祉施設サービスが法定代理受領   

サービスであるときは、利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた

額を自己負担とする。ただし、次にあげる項目については別に利用料金を徴収する。 

①指定介護老人福祉施設の提供として施設の給食を利用者が利用した場合は、食事    

1 日分につき別表のとおり標準負担額を徴収する。 

②指定介護老人福祉施設の提供として施設の理美容サービスを利用者が利用した場    

合は別表のとおり理美容代（実費相当）を徴収する。 

③前各号にあげるものの他、指定介護老人福祉施設の中で提供されるサービスの内    

利用者が負担することが適当と認められる費用は実費とする。 

（2）介護保険料の滞納等により、保険給付額が減額されている場合は、減額後の額を徴

収する。 

 



（3）前項の費用の支払いを受ける場合、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明

した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けることとする。 

 

第 8 条）施設利用の留意事項 

指定介護老人福祉施設の利用者は、次の事項について特に留意すべきものとする。 

（1）管理者及び従業員が提供する指定介護老人福祉施設サービスに必要な協力を行い、

円滑かつ安全な指定介護老人福祉施設の利用に努めること。 

（2）利用者相互の親睦を図り、紛争を避けること。 

（3）身の回りの清潔、整理整頓その他環境衛生に務め、その能力に応じて自発的に協力

すること。 

（4）利用者相互で金銭及び物品の貸借を行わないこと。 

（5）施設の備える設備及び備品の取り扱いは、丁寧に行うこと。 

（6）危険物及び危険のおそれのある物品等を持ち込まないこと。 

（7）声、器物、楽器等の音を異常に大きく出すなどして、他の利用者に迷惑を及ぼさな

いこと。 

（8）定められた場所以外では喫煙しないこと。 

（9）腐敗性飲食物等の健康を害するおそれのある物を持ち込み、及び飲食しないこと。 

（10）施設内の秩序・風紀を乱し、又は安全・衛生を害さないこと。 

（11）その他定められた規則を遵守すること。 

 

第 9 条）緊急時等における対応方法 

生活相談員等は、指定介護老人福祉施設を利用中に、利用者の病状の急変、その他緊急事

態が生じた場合は、速やかに主治医あるいは協力機関に連絡し、適切な措置を行うものと

する。 

 

第 10 条）事故発生の防止及び発生時の対応 

施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に定める措置を講じるものとする。 



（1）事故が発生した場合の対応、報告の方法等が記載された事故発生防止のための指針

を整備する。 

（2）事故が発生した場合又はそのリスクが高いと予測される事例が発生した場合に、そ

の分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備する。 

（3）事故発生防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に実施する。 

（4）事故防止委員会の担当者（委員長）を設置する。 

（5）施設は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合、その事故の内

容によっては速やかに市町村へ報告を行うとともに、必要な措置を講じることとす

る。 

（6）施設は、事故の状況及び事故に際して行った処置について記録するものとする。 

 

第 11 条）非常災害対策 

（1）天災その他の災害が発生した場合、従業員は利用者の避難等適切な措置を講ずる。

また、管理者は、日常的に具体的な対処の方法、避難経路及び協力機関等との連携方

法を確認し、災害時には避難等の指揮をとる。 

（2）非常災害に備えて、非常災害を具体的に定めた組織的な避難訓練を定期的に行う。 

 

第 12 条）虐待の防止のための措置に関する事項 

（1）事業所は虐待の発生又はその再発を防止するため、次に各号に定める措置を講じる

ものとする。 

①虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業員に

周知徹底を図るものとする。 

②虐待防止ための指針を整備するものとする。 

③虐待防止のための従業員に対する研修を年 2回以上行うものとする。 

④上記措置を適切に実施するための担当者を置くものとする。 

（2）事業者は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等

に対する調査等に協力するよう努める。 

 



第 13条）業務継続計画の策定等 

（1）施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する指定介護福祉施設 

サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図

るための計画(以下「業務継続計画」)を策定し、当該業務事業計画に従い必要な措置

を講じるものとする。 

（2）施設は、従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び

訓練を年 2回以上実施するものとする。 

（3）施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更

を行うものとする。 

 

第 14 条）その他の運営についての留意事項 

（1）事業者は従業員の資質向上を図るため研修の機会を設けるものとし、また、業務態

勢を整備する。 

（2）従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

（3）従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる   

ため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者と  

の雇用契約との内容とする。 

（4）施設が、居宅介護支援事業者等の必要な機関に利用者、及びその家族に関する情 報

を提供する場合は、あらかじめ文書により利用者、及びその家族の同意を得るものと

する。 

（5）施設は、利用者に対する身体拘束、その他行動を制限する行為を行わない。ただ

し、当該利用者又は他の利用者等の生命、または身体を保護するため緊急やむを得な

い場合、他に代替方法が無い場合以外には、身体拘束を実施しない。やむを得ず実施

する場合には内容、目的、理由、期間等を記録すること。また、利用者の人権の擁

護、虐待・身体拘束の防止等のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催

し、その結果について職員に周知徹底を図るものとし、虐待・身体拘束防止のための

研修を職員に対し年に２回以上を実施するなどの措置を講じるものとする。 

（6）この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は、社会福祉法人釧路創生会と

事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 



附 則 

この規程は、平成 12 年 10 月 1日から施行する。 

この規程は、平成 20 年 2月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 20 年 4月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 21 年 4月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 22 年 4月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 22 年 7月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 22 年 8月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 22 年 9月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 22 年 11 月 1日から施行する。 

この規程は、平成 22 年 12 月 1日から施行する。 

この規程は、平成 23 年 2月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 23 年 3月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 23 年 4月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 24 年 4月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 25 年 4月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 26 年 4月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 27 年 3月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 27 年 4月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 28 年 2月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 28 年 4月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 29 年 4月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 30 年 4月 1 日から施行する。 

この規程は、平成 30 年 8月 1 日から施行する。 

平成 30 年 10 月 1 日一部改正。 



平成 31 年 4 月 1 日一部改正。 

令和 2年 4月 1日一部改正。 

 令和 2年 10 月 1日一部改正。 

 令和 3年 4月 1日一部改正。 

令和 3年 7月 1日一部改正。 

この規定は、令和 3年 10 月 1 日から施行する。 

令和 4年 4月 1日一部改正。 

この規定は、令和 6年 4月 1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 表 

料金表 

 

運営規程第７条の利用料金を次のとおり定める。 

項 目 金 額 

指定介護老人福祉施設利用料 介護報酬告示上の額 

滞在費 

（利用者負担第 4段階の場合） 

従来型個室 1,171 円／日 

多床室 855 円／日 

食 費 

（利用者負担第 4段階の場合） 
1,445 円／日 

理容代 1,500 円～（カットのみ） 

複写物の交付 10 円／枚 

上記のほか、指定介護老人福祉施設に 

おいて提供されるサービスのうち、利用者 

が負担することが適当と認められる費用 

実 費 

 


